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             午 後 ２ 時 ０ ２ 分 開 会 

議事の経過 

○竹尾委員長 ただいまから平成２２年西東京市教育委員会第８回定例会を開会いたします。 

 これより直ちに本日の会議を開きます。 

 日程第１ 会議録署名委員の指名を行います。本日は森本委員にお願いいたします。 

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○竹尾委員長 日程第２ 議案第４３号 平成２２年度教育関係補正予算について（申出）の

専決処分について、を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

○野﨑教育長 議案第４３号 平成２２年度教育関係補正予算について（申出）の専決処分に

ついて、の提案理由を御説明申し上げます。 

 平成２２年度の西東京市一般会計予算のうち、教育関係予算に関しまして、平成２２年９

月市議会定例会に提案を行う日程上から緊急を要し、教育委員会を招集する時間的余裕がな

いため、教育委員会事務委任規則第５条の規定により平成２２年８月１７日に専決処分を行

いましたので、御報告し、御承認いただきますようお願いするものでございます。 

 詳細につきましては事務局より説明いたさせますので、よろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○手塚教育部長 議案第４３号 平成２２年度教育関係補正予算について（申出）の専決処分

について、につきまして教育長に補足して説明をさせていただきます。 

 ９月補正につきましては、一般会計全体といたしまして１７億７,７５６万１,０００円の

増額補正を行うものでございます。 

 それでは、教育関係の補正内容につきまして、お手元の専決処分書に沿いまして御説明申

し上げます。 

 まず、歳入でございますが、１４款都支出金といたしまして４８６万８,０００円を計上

しております。内容につきましては、東京都の補助金事業といたしまして部活動外部指導員

導入促進事業費を補助金として計上するとともに、東京都の委託金１０分の１０事業といた

しまして、スポーツ教育推進校事業費、安全教育推進校事業費、食育研究指定地区事業費を

委託金として計上するものでございます。詳細につきましては、歳出で御説明申し上げます。 

 続きまして、歳出でございますが、１０款教育費の１項教育総務費に４６２万８,０００

円を計上するものでございます。主な内容でございますが、スポーツ教育推進校事業費４０

０万円につきましては、健康増進や体力の向上を図るとともに、国内及び国際的なスポーツ

大会などの意義や役割について理解を深めるもので、本年度は保谷第二小学校、谷戸小学校、

東小学校、柳沢小学校、本町小学校、けやき小学校、ひばりが丘中学校、青嵐中学校の８校

がスポーツ教育推進校として指定されております。次に、安全教育推進校事業費２０万円で

ございますが、東京都教育委員会で作成した安全教育プログラムを活用した年間指導計画に

基づき、安全教育を先進的に推進するもので、本年度は保谷第一小学校が安全教育推進校と

して指定されております。次に、食育研究指定地区事業費４２万８,０００円でございます

が、東京都教育委員会が公立学校における食育のさらなる推進を目指し、実践的な研究を行

う食育研究指定地区を設置するもので、本年度は田無小学校が食育推進拠点校として指定さ
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れております。 

 なお、部活動外部指導員導入促進事業費につきましては、部活動の休廃部を外部指導員の

導入によって防止するもので、地域教育協力者活用事業費に補助金として繰り入れるもので

ございます。 

 簡単ではございますが、補足説明は以上でございます。 

 よろしく御審議の上、御決定賜るようお願い申し上げます。 

○竹尾委員長 説明が終わりました。質疑を受けます。━━質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。━━討論なしと認めます。 

 これより本議案を採決いたします。原案に賛成の方の挙手を求めます。 

       〔賛成者挙手〕 

 全員賛成。よって、議案第４３号 平成２２年度教育関係補正予算について（申出）の専

決処分について、は原案のとおり承認されました。 

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○竹尾委員長 日程第３ 議案第４４号 平成２２年度西東京市教育委員会の権限に属する事

務の管理及び執行の状況の点検及び評価（平成２１年度分）について、を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。 

○野﨑教育長 議案第４４号 平成２２年度西東京市教育委員会の権限に属する事務の管理及

び執行の状況の点検及び評価（平成２１年度分）について、の提案理由を御説明申し上げま

す。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条に基づき、西東京市教育委員会の平成

２１年度における教育に関する事務の管理及び執行の状況等について点検及び評価を行い、

その報告書を議会に提出し市民に公表するため、御決定をいただきますようお願いするもの

でございます。詳細につきましては事務局より説明いたさせますので、よろしく御審議の上、

御決定賜りますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○櫻井教育企画課長 それでは、平成２２年度西東京市教育委員会の権限に属する事務の管理

及び執行の状況の点検及び評価（平成２１年度分）報告書（案）～平成２１年度における事

務の管理及び執行状況～について、教育長に補足して御説明申し上げます。 

 この報告書（案）は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第２７条の規定により、

平成２１年度における西東京市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況につい

て、点検評価したものでございます。平成１９年度分、平成２０年度分に引き続き、今回で

３回目となります。 

 報告書（案）を作成するにあたりましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の

第２７条第２項の規定により有識者の知見を活用するため、一昨年度及び昨年度にお願いい

たしました３名の有識者の方に今年度も御意見をいただいております。２回の会議を開催し、

目標設定や評価の考え方など、貴重な御意見をいただきながら報告書（案）を作成してまい

りました。昨年度より充実した報告書になっていると考えております。 

 それでは、報告書（案）に基づきまして、簡単に説明させていただきます。 
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 恐れ入りますが、資料を１枚おめくりいただきまして、目次を御覧ください。 

 まず、この報告書（案）の構成でございますが、第１では概要といたしまして、平成２１

年度の西東京市教育委員会における事務の管理及び執行状況の点検及び評価について、総括

的に取りまとめております。 

 次に、第２では、平成２１年度の西東京市教育委員会の教育目標について掲載しておりま

す。 

 次に、第３では、西東京市教育委員会の平成２１年度の主な活動・事業の目標と実績、評

価と課題ということで、教育委員会における特に重要な課題につきまして１３項目を抽出し、

それぞれ目標、実績・成果、評価と課題に分けて掲載しております。 

 次に、第４では、事務の管理及び執行状況並びに評価について、三つの視点から掲載して

おります。まず、（１）は、西東京市教育計画の体系に沿ったものでございます。（２）は、

教育委員会の活動状況でございます。（３）は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の第２３条で規定されている教育委員会に関する事務に沿ったものでございます。 

 最後に、第５では、有識者からの御意見を掲載しております。 

 報告書（案）全体の構成は、以上でございます。 

 それでは、報告書（案）の内容について、順次御説明いたします。恐れ入りますが、１ペ

ージをお開きください。 

 まず、第１の概要でございます。ここでは、平成２１年度の事務の管理及び執行の状況の

点検及び評価について、総括的に取りまとめております。特に平成２１年度の主な事務事業

として１３項目を抽出しておりますが、これらの事務事業の目標設定にあたりましては四つ

の項目を基本としております。１番目が、今回の点検評価から対象となります新しい「西東

京市教育計画」、「総合計画」等の各種計画の着実な推進を図る。２番目が、現在直面して

いる行政課題、または、新たな行政課題に対して積極的に取り組む。３番目が、継続中の事

業の一層の充実を図る。４番目が、継続中の事業の見直しを図る。としております。 

 以上の４項目を基本として目標設定を行い、この目標に沿って各種事務事業の執行状況を

点検評価しております。 

 全体といたしまして、実績・成果あるいは評価と課題の検証におきましては、おおむね各

項目とも平成２１年度の目標を達成することができたと評価しておりますが、学校施設適正

規模・適正配置の検討等、平成２１年度で完結することが難しく、大きな課題につきまして

は、引き続き次年度以降の実施に向けて取り組みを継続する考えであるとしております。 

 次に、２ページの第２についてでございますが、こちらは先ほど御説明いたしましたとお

り、平成２１年度における西東京市教育委員会の教育目標を掲載しております。 

 同じく２ページの第３につきましては、簡単ですが（１）から順に概要を御説明いたしま

す。 

 まず、初めに（１）といたしまして、教育委員会事務局組織の見直しでございます。こち

らにつきましては、「西東京市後期基本計画」並びに「西東京市教育計画」等に位置づけら

れた施策をより一層推進するため、教育委員会事務局組織の見直しを行い、体制の強化を図

るとしたものでございます。これによりまして、スポーツ振興課が市長部局へ移管された一
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方、新たに教育支援課が新設されることとなりました。今後も新たな組織体制のもと、各種

計画の着実な推進を図るとともに、当面の重要行政課題を着実かつ効果的に推進する必要が

あるとしております。 

 次に、３ページでございますが、（２）といたしまして、学校施設適正規模・適正配置の

検討でございます。こちらにつきましては、平成２１年度は向台町・新町地域及び谷戸町・

ひばりが丘地域について、保護者、地域住民、学校等の意見を聞きながら検討を進めるため

地域協議会を設置するとしておりましたが、それぞれの合意形成をとるには一定の時間が必

要であったことから、谷戸町・ひばりが丘地域につきましては、平成２２年度において地域

協議会を設置することといたしました。 

 なお、向台町・新町地域については、地域協議会の検討結果に基づき、西東京市立学校の

通学区域に関する規則の一部改正を行い、平成２３年４月１日から新通学区域を施行するこ

ととしております。 

 次に、４ページを御覧ください。（３）学校施設の整備でございますが、こちらにつきま

しては、老朽化した学校施設の建てかえ更新の検討を進める上では、「西東京市学校施設適

正規模・適正配置に関する基本方針」に基づき、通学区域の見直しあるいは学校施設の統廃

合の検討とあわせて検討を進めていくとしております。 

 また、大規模改造工事におきましては、既存施設の改修だけではなく、バリアフリーにつ

いても改善を図っていくとしております。 

 次に、５ページを御覧ください。（４）の中学校給食の実施に向けた取組でございます。

こちらにつきましては、従来の後期基本計画では、平成２２年度から２４年度にかけまして、

各年度小学校３校、中学校３校ずつ改修等工事を行い、平成２３年度から３校ずつ完全給食

を実施していく予定でありましたが、平成２４年度の工事を前倒しいたしまして、平成２３

年度に小学校６校、中学校６校の改修等工事を行い、完全給食を平成２３年度で３校、平成

２４年度では９校すべてで実施することといたしました。 

 今後も事業の円滑な実施に向けて、引き続き中学校給食開始準備検討委員会において、本

市に適した運営等の検討を行っていくこととしております。 

 次に、同じく５ページの（５）の学校への人的支援（学習支援員配置事業）でございます

が、これは、小学校１年生の学級で、いわゆる小１プロブレムに対応するために学習支援員

を配置するというものでございます。平成２１年度には１０校に１１名の学習支援員を配置

しておりますが、配置した全１０校の校長からも学習支援員の配置は効果的であるとの評価

を得ているほか、保護者も配置による効果を認めているところでございます。 

 次に、６ページをお願いいたします。（６）の情報教育の充実・整備でございますが、平

成２１年３月に策定いたしました「西東京市教育情報化推進計画」を本市の教育における情

報化の新たな行動計画として位置づけ、計画の１年目となります平成２１年度におきまして

は、校務用コンピュータ機器の整備（教員１人１台）を１７校に対し実施したほか、教育委

員会と学校間において、既存のＬＡＮ配線を有効的に活用するためＩＰ電話を導入いたしま

した。これにより、今後の通信費用の削減が期待されるところでございます。さらに、平成

２３年７月に予定されている地上デジタル放送完全移行に対応するため、各学校の教室等に
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設置されているアナログテレビを地上デジタル放送対応テレビへ入れかえ等を行ったところ

でございます。 

 次に、７ページを御覧ください。（７）の特別支援教育の推進でございますが、こちらに

つきましては、特別支援教育体制の充実を図るほか、教育委員会による学校への支援体制の

充実を図るとしておりまして、特に平成２１年度では中学校通級指導学級の設置について学

校の施設改修等を行い、平成２２年度の開設につなげたところでございます。 

 次に、同じく７ページの（８）の不登校児童・生徒への対応でございます。こちらにつき

ましては、今後も不登校対策委員会を中心に、小中学校が連携して未然防止の取り組みを行

っていくとともに、適応指導教室においては家庭や関係機関とのより一層の連携体制と指導

内容の充実を図ることとしております。 

 次に、８ページをお願いいたします。（９）生涯学習推進計画の実施計画の策定でござい

ますが、こちらにつきましては、平成２０年３月に策定いたしました「西東京市生涯学習推

進計画」に位置づけられた施策を推進するために、推進事業の３箇年にわたる実施計画を平

成２１年１１月に策定し、その進行管理を行うとともに、重点推進事業の抽出や課題の洗い

出しを行い、具現化に向けた必要条件の整備並びに調整を行うこととしております。 

 次に、同じく８ページの（１０）の指定管理者制度の導入に伴うスポーツ振興の推進と充

実でございますが、こちらにつきましては、本市のスポーツ・運動施設は、平成２０年度よ

り民間事業者による指定管理者制度を導入し、行政コストの削減と施設整備・振興事業の充

実を図っているところでございます。施設利用者数を見ていますと、平成２１年度は８４万

人を超え、前年度と比較して１９万人増加しており、指定管理者制度を導入する前の平成１

９年度と比較すると２５万人増加しているなど、制度導入の効果があらわれているところで

ございます。 

 次に、９ページを御覧ください。（１１）の保谷駅前公民館・図書館の整備でございます。

平成２０年６月の開館以来、駅に直結した施設という立地特性を踏まえ、保谷駅前公民館・

保谷駅前図書館ともに利用の拡大が図られていると評価しております。 

 次に、１０ページを御覧ください。（１２）の図書館事業の見直しでございます。平成２

１年度におきましては、図書館基本計画・展望計画に基づき１７項目の年次事業計画を策定

し、市民のための資料や情報の提供など、直接的な援助を行う機関として、市民の要望を把

握するよう努めるとともに、それに応じた地域実情に即した運営に努めるため、図書館事業

評価及び利用者満足度調査を実施し、図書館だより・図書館ホームページで公表したところ

でございます。 

 最後になりますが、１１ページをお願いいたします。（１３）の菅平少年自然の家の運営

管理事業の検討でございます。こちらにつきましては、平成２２年２月に庁内の菅平少年自

然の家検討委員会が「菅平少年自然の家のあり方について」（最終報告書）を作成し、同月

に開催いたしました西東京市教育委員会第２回定例会におきまして、菅平少年自然の家を平

成２３年度に廃止し、財産を市長部局に移管するという方針を決定したところでございます。 

 今後の課題といたしましては、現在、市立小学校の移動教室は全校が菅平少年自然の家を

利用していることから、新たな施設の確保と施設使用料の保護者負担軽減措置等についての
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対応が必要となると考えております。 

 続きまして、１２ページをお願いいたします。第４といたしまして、事務の管理及び執行

状況並びに評価についてでございます。まず（１）として、西東京市教育計画関係について。

この計画に掲げられておりますすべての事務事業のテーマごとに、その取り組み状況と今後

の展望及び達成度等について、１４ページから６７ページまでに記載しております。達成度

の見方につきましては１２ページに示してございますけれども、全体といたしましてはおお

むね達成のＡ、または一部達成し、今後さらなる充実を図っていくのＢの評価がほとんどで

ございます。 

 次に、（２）の教育委員会の活動状況につきましては、６８ページから７２ページまでに

記載しております。 

 次に、（３）では、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２３条関係の事務の管理

及び執行状況につきまして、７３ページから９７ページに記載しております。 

 続きまして、９８ページをお願いいたします。第５といたしまして、点検・評価に関する

有識者からの意見についてでございます。まず、武蔵野大学の岩田教授でございますが、御

意見といたしましては、過去の点検・評価様式よりも一層充実した評価様式になっていると

の御意見をいただいております。また、今後の検討課題につきましても御意見をいただいた

ところでございます。 

 次に、９９ページをお願いいたします。桜美林大学の田中教授でございますが、御意見と

いたしましては、おおむね良好との評価をいただいております。こちらも今後の検討課題に

つきまして御意見をいただいております。 

 次に、１００ページをお願いいたします。政策研究大学院大学の横道教授でございます。

先生からは、通学区域の見直し、菅平少年自然の家、スポーツ施設と図書館の利用、新学習

指導要領への対応の４点につきまして御意見をいただいております。 

 このたびの先生方の御意見につきましては、今後の取り組みや次回の点検評価に反映して

まいりたいと考えております。 

 報告書（案）の概要につきましては以上でございます。 

 なお、本日、教育委員会で御決定賜りましたら、市議会への提出並びに市民の皆様にはホ

ームページ等で公表してまいりたいと考えております。 

 私からの説明は以上でございます。 

○竹尾委員長 説明が終わりました。質疑を受けます。 

○森本委員 質問ですが、３９ページの事業管理番号でいうと６８番のところに、副籍制度に

よる交流についての今後の予定・課題等が書いてあるんですが、これを見ますと平成２１年

度小学校で２０人、中学校で５人が副籍制度を利用しているという話なんですが、実際に副

籍制度の中で特別支援学校との交流等というのは、現状ではどういう形で行われているかと

いうのを教えていただけたらと思います。 

○前島教育指導課長 それでは、副籍制度で具体的にどういう取り組みをしているのかという

ことですが、実際には特別支援学校のほうでも授業がございますので通常の日にはなかなか

交流ができないということで、休日に行われる行事、特に運動会などは参加をしたり、ある
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いは運動会を一緒に参加しながら見るというような取り組みをしているところでございます。

また、学芸会等についても参加をしているということは聞いているところでございます。た

だ、具体的に授業に入ってということは、まだ今のところは進んでおりません。 

 以上でございます。 

○森本委員 もう１点いいですか。その中で、先生同士の交流みたいなものはあるんでしょう

か。特別支援学校の先生にいろんなことを相談したりとか、そういうような活動はあるんで

しょうか。 

○前島教育指導課長 特別支援のコーディネーターがそれぞれ特別支援学校にはおりますので、

そういう方が、特に、田無の特別支援学校については会議を設けて、私どもでいえば私と統

括指導主事が委員となりまして、その運営についてさまざまな御意見を出させていただくよ

うな会議を設けたり、あるいは地域にある特別支援学校のコーディネーターがそれぞれ管下

にある区市町村の学校を回りまして、いろいろ特別支援に関するコーディネートをしていた

だいているところでありますので、先生方の交流というと、そういったところを実施してい

るところでございました。 

○森本委員 わかりました。あともう１点いいですか。４５ページの、子どもたちの安心安全

の確保のほうの不審者情報ホットラインの充実の中で、今後の課題という中に、市境に面す

る地域では他区（市）との連携が現状では困難というふうになっているんですが、現状で困

難な理由というのがどういうことなのかということと、やはり西東京市はいろんな市と接し

ている部分が多いかと思うんですね。その辺で今後、何かちゃんとした連携が図られるべき

ではないかと思うんですが、その辺はどんなふうになっているのかということをお伺いした

いです。 

○前島教育指導課長 ここで指摘されている問題につきましては、市境、特に西東京市は田無

警察の所轄の範囲になっておりますが、他の地域、練馬区や武蔵野市、三鷹市については他

の所轄の警察が担当しているということで、そこから直接本市の学校に電話がかかってくる

ような何か緊急の対応というのは今までそれほど多くはなかったんですけど、どうしてもそ

の部分については直接こちらのほうに来ることがないというのが現状でございます。ただ、

教育委員会間では対応しておりますので、例えば、練馬区であれば練馬区の教育委員会には

当然、練馬区を所轄している警察署があります。そこには直接連絡がありますので、それを

通じて本市の教育委員会、そして市境の学校に連絡をする。どうしてもタイムラグが若干出

てしまうんですが、そういった教育委員会間の、あるいは危機管理体制がそれぞれあります

ので、そういった間で対応しておりますので、若干時間はかかりますが対応できているとい

うところでございます。 

○角田委員 全体的に大変丁寧に点検評価されておりまして、特に指摘することはないのです

が、４１ページ、新学習指導要領にも学校、家庭、地域の連携の大切さが述べられておりま

すけれども、ここでちょっと見てみましたら学校教育活動の支援の位置づけが課題だという

ふうになっていますが、これがＣとなっているので、どんな課題があって実践できないのか

なというのがちょっと気になりました。教えてください。 

○礒崎社会教育課長 それでは、私のほうからその点について御説明したいと思います。 
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 まず、こちらのほうで学校支援地域本部、また、放課後子どもプランというような表現が

ございますが、まず国等を挙げて、近年の子どもを取り巻く環境がかなり変わってきている

というようなことと、家庭や地域の教育力が低下しているといったことから、学校、家庭及

び地域住民がそれぞれの役割と責任を自覚して、地域全体で教育に取り組む体制づくりを目

指す必要があるとして、具体的に学校支援地域本部事業であるとか、放課後子ども教室推進

事業といったものを推奨していくというようなことなんです。具体的にこの間、西東京市の

学校につきましては社会教育課といたしまして、地域生涯学習につきまして１９校中１２校

に対してそういった地域の方々の協力を得て、さまざまな事業━━具体的に言いますと、例

えば卓球教室であったりとかガーデニング教室であったりとか、サッカーとかスポーツ関係

から文化的なものまで含めて、いろんな形でお子さんたちに対するそういった機会を提供し

てきておりますが、まだ１９校のうちの１２校といったことと、国、東京都が推奨します放

課後子どもプランなんかも含めてなかなかまだ市としてその辺の整合性といいますか、不十

分な部分がまだございますので、そういった部分について課題を明確にして来年度の中で社

会教育委員の会議の中でどういった方向で進めたらいいのかといった提言をいただくような

方向で今進めておりますので、今後明らかにできることになります。よろしくお願いします。 

○角田委員 わかりました。 

○竹尾委員長 ほかに質疑はございませんか。━━質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

○沼本委員 討論というか、これは大変きめ細かくできておりまして、御苦労さまでした。大

体見ますとＡが非常に多くてかなり手がかかっているんではないかなということで、大変い

い評価ではないかと思います。 

 一つ、形式といいますか、これは単年度で評価してＡとかＢとかついているわけですけれ

ども、前年度との課題とか、前年度の課題をわかるようなものもあってもいいんではないか

なというふうに思いますので、できたらそういうことを参考にしていただきたいと思います。 

○竹尾委員長 いかがでございますか。ただいまのは要望だと思いますが、何か発言はござい

ますか。 

○櫻井教育企画課長 今、貴重な御意見をいただきましたので、参考にさせていただきまして、

来年の点検評価のほうに生かしてまいりたいと思います。 

○竹尾委員長 ほかに討論はございませんか。━━討論を終結いたします。 

 これより本議案を採決いたします。原案に賛成の方の挙手を求めます。 

       〔賛成者挙手〕 

 全員賛成。よって、議案第４４号 平成２２年度西東京市教育委員会の権限に属する事務

の管理及び執行の状況の点検及び評価（平成２１年度分）について、は原案のとおり可決さ

れました。 

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○竹尾委員長 日程第４ その他、を議題といたします。教育委員会全般につきましての御質

疑をお受けしたいと思います。━━質疑を終結します。 

 以上で日程第４ その他を終わりといたします。 
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 以上をもちまして平成２２年西東京市教育委員会第８回定例会を閉会いたします。どうも

ありがとうございました。 

            午 後 ２ 時 ３ ７ 分 閉 会 

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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